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１ 競技施設は、可能な限り、県内の既存施設を活用する。 
 
２ 施設整備を行う場合は、競技運営に支障のないよう計画の段階で
関係者と十分に協議するとともに、ユニバーサルデザインに対応す
る。また、改修等は、真に必要な施設に限定するとともに、住民サ
ービスの向上にも十分配慮する。 

 
３ 「国民体育大会開催基準要項細則」で定める施設基準については、
対象となる施設の整備状況等を考慮した上で、弾力的な運用を関係
機関に対し要請する。 

 
４ 競技施設の整備は、県の施設は県が、市町の施設は市町が行うこ
ととする。 

  その他の施設に関しては、関係者と協議し、決定する。 
 
 


